
 

令和７年度長野市食品安全懇話会要旨 

 

 

開催日時  令和８年２月10日（火）午後１時30分から午後３時30分まで 

場所    保健所 ２階会議室 

参加者   出席者名簿のとおり 懇話会委員９名 行政関係者５名 

１ 開会 

 

２ あいさつ  保健所長 

 

３ 自己紹介 

 

４ 座長選出・挨拶   

 

５ 事前アンケートに寄せられた事項について             

事前アンケートで関心がある事項として回答のあった事項のうち、（１）有機フッ素化合物（PFAS）について、（２）

給食施設への監視指導について、（３）地球温暖化を前提とした衛生管理基準の見直しの必要性、（４）輸出入につ

いて、日本と諸外国の食の安全基準の違いについて食品生活衛生課から情報提供を行った。 

 

６ 食肉の衛生について               

  安全な食品とは何か、肉料理のリスクについて、さらに食中毒を防ぐ方法について食品生活衛生課から情報提

供を行った。 

 

７ 意見交換及び質問 

【食肉の衛生】 

・食品生活衛生課から市内のジビエ処理施設について説明した。 

食品生活衛生課：市で運営する中条のジビエ加工センターでは、以前はシカとイノシシの２種類処理をしていた

が、豚熱の流行による出荷制限のため現在はシカのみ。猟師が短時間のうちに獣畜を施設に運び、施設の職員が

確認して受け入れる。マニュアルにのっとり受け入れ確認、処理し、食として利用できるかどうか判断する。市

内には他に２ヶ所程、個人で営業されている施設がある。こちらでは、多種多様な野生鳥獣の処理をしているよ

うだ。毎年1回は、保健所も監視指導を実施している。 

 

・飲食店等でのジビエの取扱いについて委員（事業者）に聞いた。 

委員（事業者）：西洋料理では、以前は肉をレアで食べることもあったが、現在は、レアでは絶対だめだと認識

がある。昔、食品衛生について、先輩からは臭いをかぐとか、味見をするとか教わったが、現在はそのようなこ

とはなく、科学的な知見を勉強し、つけない、ふやさない、やっつける、を徹底している。 

委員（事業者）：店舗ではジビエはまだ普及していない。流通自体がほとんどないことや、ジビエはリスクが高

いという印象が消費者にはあるとは思う。安全性の確保や物流がそろってない状況だ。 

 

・スーパーで売られている食肉（鶏肉）について 

委員（消費者）：鶏肉のカンピロバクターの陽性率が高いことに驚いた。購入する食肉に、菌が付着していると

思って購入した方が良いか。家で調理する唐揚げが少し赤かった場合、少しなら大丈夫か、と思い食べてしまう

こともある。家族にも牛肉なら中が赤くても大丈夫という者がいる。 

食品生活衛生課：菌はついていると思ってもらい、しっかり加熱調理してもらう必要がある。また、消費者は新

鮮であれば安全と思うかもしれないが、実は新鮮な鶏肉には、非常に元気なカンピロバクターがたくさんついて

いる。きちんと加熱処理しないと危険である。それをどうやって皆に広めていけば良いかは課題。 

  



・ジビエの安全性や検査について 

  委員（消費者）：ジビエは野生であり心配だ。鳥インフルエンザや放射性セシウムの検査はどうか。 

食品生活衛生課：放射性物質の検査は、ジビエの実施状況は把握していないが、長野県で定期的に実施されてお

り、県ホームページで公表されている。鳥インフルエンザなど、野生動物で感染症が流行っている場合、出荷制

限がかかることがある。現在長野市を含め長野県の多くで、イノシシで豚熱が確認されたために出荷制限がかか

っている。 

 

【その他】 

・有機フッ素化合物PFASについて 

委員（消費者）：PFAS は非常に危険なものだと思っていたが、保健所の話を聞いて、今のところそれほど危険は

ないのかと思って安心した。ただ性質上、身体から出ていくのが非常に遅いというと、目に見えないものなの心

配だ。国内で新たに製造、輸入されることはないというが、昔はあったのか知りたい。 

食品生活衛生課：以前は、問題となっている PFAS を含む製品が作られていた。有名な物は消火剤である。他に

フライパンなどで焦げ付かないように加工する際に使用されていたが、現在はもう使われていない。 

 

・輸入食品に関すること、食品の検査について 

委員（生産者）：神戸や横浜の検疫所の検査で残留農薬が基準値を超えた、などとよく聞く。長野市でも市場な

どで抜き打ち検査や定期検査に取り組んでいるか。 

食品生活衛生課：長野市では収去検査と言って、市内を流通している食品や、市内で生産される食品について計

画的に検査を行う形で、年間150検体程、検査を実施している。その中で農産物の残留農薬の検査も行っている。

市場から抜き打ちではなく、基本的には市内生産の野菜について流通前に確認するという方針で年間 10～15 検

体程、検査している。 

 

８ 総括    保健所長 

 

９ その他  

令和８年度長野市食品衛生監視指導計画（案）について食品生活衛生課から説明した。 

 

10 閉会   


